
平成２４年３月

警 察 庁

共 管 各 省 庁

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）」等に対する意見の募集結果に

ついて

警察庁において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）」等に対する意見の募集

を行ったところ、33通の御意見を頂きました。

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等及び経過措置に関する政令案」等が公布されるに当たり、頂いた御意見並びにこ

れに対する警察庁及び共管各省庁（金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林

水産省、経済産業省及び国土交通省）の考え方を次のとおり公表いたします。

１ 意見を募集した命令等の題名

(1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政

令の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）

(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案（仮称）

２ 命令等の案を公示した日

平成23年12月23日

３ 御意見並びに御意見に対する警察庁及び共管各省庁の考え方

頂いた御意見並びに御意見に対する警察庁及び共管各省庁の考え方は、別紙１のとお

りです。

頂いた御意見については、必要に応じ、整理又は要約をした上で掲載しています（頂

いた御意見については、整理又は要約をしていないものを警察庁情報公開室において閲

覧に供します。）。

なお、今般立案した命令等の内容に関する御意見以外の御意見については、今後の参

考とさせていただきます。

４ 参考

頂いた御意見の総数 33通

（内訳）

電子メール 32通

Ｆ Ａ Ｘ １通

郵 送 ０通



５ その他

頂いた御質問並びに御質問に対する警察庁及び共管各省庁の考え方を参考として別紙

２のとおりお示ししました。

頂いた御質問が多数であることから、主たるものについての考え方をお示しさせてい

ただいておりますので、提出頂いた御質問について個別の回答を希望される場合には、

警察庁又は共管各省庁までお問い合わせください。

また、警察庁及び共管各省庁における検討の結果、別紙３の条項等について技術的な

修正を行いました。

注： 条項番号は、別紙１、別紙２及び別紙３を含め、修正後のものとします。また、必

要に応じ、御意見及び御質問中の条項番号について、修正後のものとしています。

【別紙１、別紙２及び別紙３における略語】

改正法： 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成23年法律第31号）

新 法： 改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）

旧 法： 改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律

整備令： 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整

備等及び経過措置に関する政令

新 令： 整備令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成20年政令第20

号）

旧 令： 整備令による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

新規則： 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通

信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令による改正後の犯罪による収益の移転防

止に関する法律施行規則（平成20年内閣府等令第１号）

旧規則： 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通

信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令による改正前の犯罪による収益の移転防

止に関する法律施行規則



別紙１

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）」等に対する御意見並びに御意見に対す

る警察庁及び共管各省庁の考え方について

１ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正について

(1) 新法第４条第２項に規定する政令で定める額について（新令第11条関係）

１ 意見の概要 意見に対する考え方

資産及び収入の状況の確認を行う敷居値 資産及び収入の状況の確認を行う敷居値

を「200万円」とした理由は何か。 については、顧客等が取引を行うに相応な

顧客等における負担を考慮し、より高い 資産及び収入を有しているかを確認できる

額とするべきではないか。 程度にまとまりのある額である必要がある

ところ、現行法の体系において200万円が

高額取引となるメルクマールとされている

こと等を踏まえ、200万円とすることとし

ております。

(2) 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等について（新令第12条関係）

２ 意見の概要 意見に対する考え方

「当該契約の締結に際して行われた取引 新法第４条第２項第１号に掲げる取引

時確認」が意味する内容を明らかにすべき は、既に契約の締結に際して取引時確認を

である。 行っている顧客等との間で当該契約に基づ

く取引を行う場合に、その相手方が当初の

契約の締結をした顧客等になりすましてい

る疑いがある取引等をいい、御指摘の「取

引時確認」とは、この当初の契約の締結の

際に行っている取引時確認を指します。

具体的には、銀行等との取引においては、

例えば預貯金契約の締結が「契約の締結」

に、個別の預貯金の払戻し等が「基づく取

引」に該当するところ、当該預貯金契約の

締結に際して行われた取引時確認をいいま

す。

３ 意見の概要 意見に対する考え方

イランと北朝鮮のみを特定国等として敵 イラン及び北朝鮮は、ＦＡＴＦ（マネー

視して規制を厳しくすることは妥当でな ・ローンダリング及びテロ資金対策のため



い。 の政府間会合）声明における対抗措置の対

また、特定国等に居住し又は所在する者 象国・地域として指定されていることを踏

であっても、国家機関又はこれに準ずる者 まえ、特定国等として規定することとして

については、資産及び収入の状況の確認は おります。

不要とすべきである。 また、「国家機関又はこれに準ずる者」

が「国等」に該当する場合には、資産及び

収入の状況の確認は要しないこととされて

おります。

４ 意見の概要 意見に対する考え方

今回の改正において新法第４条第２項第 御意見のとおり、新法第４条第２項第３

３号の規定に基づく政令は定められていな 号の規定に基づく政令を定めるに当たって

いが、当該政令が定められる場合には、関 は、関係業界の御意見を踏まえ、その内容

係業界の意見を踏まえたものとしていただ を検討することとさせていただきます。

きたい。

(3) 少額の取引等について（新令第15条関係）

５ 意見の概要 意見に対する考え方

対面による納税受付等の事務において、 国又は地方公共団体への金品の納付等は

金融機関と他の収納業者（コンビニエンス 特定取引に当たらず、本人特定事項等の確

ストア等）とで顧客等の取扱いが異なり、 認を要しないとされていることから、基本

顧客等から苦情が寄せられる可能性がある 的には、御指摘のような納税受付等の事務

ことから、取引記録を作成しなくてよい取 における顧客等の取扱いの差違は生じない

引に「国・地方公共団体への金銭の納付」 ものと考えております。

を追加していただきたい。 なお、国・地方公共団体への金銭の納付

であっても、当該金銭が犯罪による収益で

あるおそれが全くないとはいえず、事後的

に当該金銭に対する資金トレースを可能と

する必要があることから、取引記録の作成

を求めているところ、今回の改正において、

これを変更する予定はありません。



２ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正について

(1) 顧客等の本人特定事項の確認方法について（新規則第５条関係）

６ 意見の概要 意見に対する考え方

外国に所在する顧客等の本人特定事項の 現行の本人確認方法は、非対面取引の場

確認の困難性等を踏まえ、当該顧客等につ 合には、原則として本人確認書類又はその

いて、 写しの送付を受けることに加え、取引関係

① 顧客等又はその代表者等が本人確認書 文書を書留郵便等により転送不要郵便物等

類の原本の写しである旨を自署した本人 として送付することを求め、本人特定事項

確認書類の写しの送付を受ける方法 を確実に確認できるようにしているとこ

② 外国の公証役場や弁護士が原本の写し ろ、御指摘のような送付のみによる本人確

である旨を証明した本人確認書類の写し 認方法を認めることは、マネー・ローンダ

の送付を受ける方法 リング対策の実効性の観点から適当でない

を本人確認方法に追加していただきたい。 と考えております。

７ 意見の概要 意見に対する考え方

新規則第５条第２項の「補完書類」につ 御指摘の書類については、旧規則の制定

いて、携帯電話料金の領収書や、外国の公 時にその真正性の判断が困難であること等

共料金の領収書等も含めていただきたい。 を踏まえ「補完書類」に該当しないことと

されているところ、今回の改正において、

これを変更する予定はありません。

８ 意見の概要 意見に対する考え方

外国に所在する顧客については、抜け道 本人特定事項等の確認の方法について

を防ぐという観点から、国内の顧客と比し は、マネー・ローンダリング対策としての

てより厳しい確認を行うべきである。 実効性と取引実務に与える影響を勘案して

定めているところですが、頂いた御意見は、

今後の検討の参考とさせていただきます。

(2) 本人確認書類について（新規則第６条関係）

９ 意見の概要 意見に対する考え方

住民基本台帳カードが普及するなど、運 運転経歴証明書は、過去に運転免許を保

転経歴証明書制度の開始時とは身分証明書 有していた事実及びその内容を証明するた

に係る事情が異なっていることから、運転 め交付するものであり、住民基本台帳カー

経歴証明書を廃止し、本人確認書類とする ドとはその目的を異にしております。

ことも止めるべきである。 今回の改正は、運転経歴証明書をより申

請者の利便に沿ったものとするという御要

望を踏まえ、その身分証明書としての機能



を高めるためのものです。

10 意見の概要 意見に対する考え方

なりすまし等を防止するため、本人の顔 本人確認書類の範囲は、本人特定事項の

写真が貼付されているものに限定するな 確認の確実性と取引実務に与える影響を勘

ど、本人確認書類の厳格化が必要である。 案して定めているところですが、頂いた御

意見は、今後の検討の参考とさせていただ

きます。

11 意見の概要 意見に対する考え方

今後も本人確認書類を追加する場合に 御意見のとおり、本人確認書類の範囲を

は、特定事業者の実情も考慮して慎重に検 変更するに当たっては、関係業界の御意見

討すべきである。 も踏まえ、検討することとさせていただき

ます。

(3) 職業及び事業の内容の確認方法について（新規則第９条関係）

12 意見の概要 意見に対する考え方

法人の事業の内容についてのみ書類によ 改正法により追加された確認事項につい

り確認する方法というのは、バランスを欠 ては、確認の確実性と顧客等・特定事業者

いている。 の負担を踏まえつつ、基本的にはより確実

定款等の書類によっても必ずしも有用な な方法により確認を行うこととし、法人の

情報を得られるとは限らないことから、法 事業の内容については、自然人の職業と異

人のウェブサイトや会社案内等による確認 なり、全ての法人について登記事項証明書

も認めるべきである。 等の書類により確認を行うことができるこ

とから、書類を確認する方法としておりま

す。

また、確認に用いる書類は一定以上の信

用性があることが必要であるところ、御指

摘のようなウェブサイトや会社案内等は含

めないこととしております。

(4) 実質的支配者の確認方法等について（新規則第10条関係）

13 意見の概要 意見に対する考え方

実質的支配者は、あくまで顧客に対する 最終的に利益を受ける者については、そ

支配権を主眼に置いたもので、最終受益者 の範囲の確定が困難であること、当該者に

といった利益を受ける者となっていない ついて確認を求めることは顧客等や特定事

が、今回の改正において最終受益者の確認 業者の過度の負担となり得ること等を踏ま

までを求めなかった理由を明らかにすべき え、実質的支配者には含めないこととした



である。 ものです。

14 意見の概要 意見に対する考え方

実質的支配者の区分について、新規則第 新規則第10条第２項第１号に掲げる法人

10条第２項第１号に掲げる法人と第２号に には、株式会社、特定目的会社、投資目的

掲げる法人にどのようなものが該当するの 法人等が該当します。

かを明らかにすべきである。 新規則第10条第２項第２号に掲げる法人

には、一般社団・財団法人、学校法人、宗

教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非

営利活動法人、持分会社（合名会社、合資

会社及び合同会社）等が該当します。

(5) 代表者等の本人特定事項の確認方法について（新規則第11条関係）

15 意見の概要 意見に対する考え方

大学の授業料の納付については、親が子 新規則第11条第４項の規定において、代

の名義で振り込む場合に親子関係を証明で 表者等が顧客等のために特定取引等の任に

きる書類は非常に限られていることから、 当たっていることを明らかにする方法は書

新規則第11条第４項の例外としていただき 類を確認する方法に限られておらず、また、

たい。 書類を用いる方法であっても、住民票、戸

籍謄本等の一般的な書類のほか、顧客等が

作成した委任状等の顧客等のために取引の

任に当たっていることを証する書面により

確認することが可能であることから、その

ような場合について例外とすることは適当

でないと考えております。

(6) 新法第４条第１項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例について（新規則第12

条関係）

16 意見の概要 意見に対する考え方

新規則第12条第１項第１号及び第２号に 新規則第12条第１項第１号及び第２号に

おいては、口座振替又はクレジットカード おいては、旧規則第３条第１項第１号チ及

決済による際の確認方法が定められている びリに掲げる方法と同様に、本来義務を負

が、これらの方法によらない場合（例えば う特定事業者と代行する特定事業者との間

他の特定事業者のＩＤを用いて認証を行う で一定期間の継続的な取引関係があり、こ

場合）にも、他の金融機関が行っている取 れらの特定事業者間でこれらの方法による

引時確認の情報に依存する方法で取引時確 ことを合意している場合に限り、特例的な

認を行うことを認めていただきたい。 取引時確認の方法を認めることとしている

ところ、これを超えて御指摘のような方法



を認めることは、特定事業者の取引時確認

の確実性及び義務の履行の確保の観点から

適当でないと考えております。

(7) 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法につ

いて（新規則第13条関係）

17 意見の概要 意見に対する考え方

厳格な確認を行うことは、顧客等に対し、 新法第４条第２項の規定による確認は、

特定事業者が取引を疑わしいと認識してい 類型的にマネー・ローンダリングに利用さ

ることを示すことになり、重大なクレーム れるおそれが特に高いと認められる取引に

に発展するおそれがあるなどの問題がある 際して行うものであり、本人特定事項等の

ため、申告による本人特定事項の確認を認 確認事項については、新法第４条第１項の

めていただきたい。 規定による確認と比してより確実な方法に

より確認する必要があります。よって、本

人特定事項の確認について申告による方法

とすることは適当でないと考えておりま

す。

(8) 確認記録の記録事項について（新規則第17条関係）

18 意見の概要 意見に対する考え方

新規則第17条第１項第18号に「実質的支 実質的支配者がない場合に何らの記載も

配者の有無」と規定されているが、実質的 しないこととすると、事後的に確認記録を

支配者がない場合にもわざわざ記録するこ 参照した場合に、実質的支配者がないのか、

ととしていることは無駄である。 実質的支配者の有無の確認を行っていない

また、実質的支配者の確認方法は申告に かが不明確となるおそれがあることから、

限られるのであるから、確認方法について 「有無」について記録をすることとしてお

記載させる必要もないのではないか。 ります。

また、実質的支配者の有無及びある場合

の本人特定事項の確認は、新法第４条第２

項の規定による確認の場合には書類により

行うこととされていることから、確認の方

法についても記録をする必要があると考え

ております。

19 意見の概要 意見に対する考え方

新規則第17条第１項第15号に「顧客等の 御指摘の記録事項としては新規則第11条

ための特定取引等の任に当たっていると認 第４項に掲げることのいずれに該当するか

めた理由」を記録事項として規定すること について記録することを想定しており、当



は、特定事業者の負担を加重するものであ 該事項は代表者等の本人特定事項の確認の

り反対である。仮に、追加することとして 前提となるものであることから、記録事項

も、過度の負担とならないよう運用面で配 として必要なものであり、また、特定事業

慮すべきである。 者にとっても過度の負担とはならないもの

と考えております。

20 意見の概要 意見に対する考え方

改正法により追加された確認事項につい 改正法により追加された確認事項につい

て、確認に用いた書類を確認記録に添付し て書類により確認する場合には、本人特定

た場合には、当該書類に記載されている事 事項と本人確認書類との関係とは異なり、

項は記録を要さないこととしていただきた 書類に記載されている内容と確認した事項

い。 との関係が必ずしも明らかでない（例えば、

登記事項証明書を添付した場合にどの単位

・範囲で事業の内容を確認したかが明らか

とならない）ことから、原則として確認し

た内容に応じ確認記録に記録する必要があ

ると考えております。

なお、この場合においても、例えば登記

事項証明書等に記載されている全ての事業

についてその内容を確認した場合等に、確

認記録に「別紙参照」等と記載して当該登

記事項証明書等を添付する取扱いとするこ

ととしても差し支えありません。



３ その他について

(1) 取引時確認等を的確に行うための措置について（新法第10条関係）

21 意見の概要 意見に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 具体的には、取引時確認において確認し

新の内容に保つための措置」について、そ ている本人特定事項等に変更があった場合

の内容を明らかにすべきである。 に顧客等が特定事業者にこれを届け出る旨

を約款に盛り込むこと等の措置を講ずるこ

とを想定しております。

(2) その他について

22 意見の概要 意見に対する考え方

今回の改正により取引に際して行う確認 御意見のとおり、改正法の施行に当たっ

が従前と比べて詳細になることから、取引 ては、各種媒体を通じた広報を行うことを

実務に混乱が生じないよう、施行に当たっ 予定しております。

ては、広く国民・関係行政機関に対する周

知を行っていただきたい。

23 意見の概要 意見に対する考え方

取引実務において疑義が生じることがな 御指摘の内容に関するガイドライン等に

いよう、「取引を行う目的」や「職業」等 ついては、改正政令・主務省令の公布後に、

の分類等について、ガイドライン等により 各事業分野の実情を踏まえ、お示しするこ

示していただきたい。 とを予定しております。

24 意見の概要 意見に対する考え方

外国人の顧客等との取引のため、今回の 改正政令・主務省令の英訳については、

改正の英訳を早期に示していただきたい。 改正政令・主務省令の公布後速やかに作成

することを予定しております。

25 意見の概要 意見に対する考え方

今回の改正内容はＦＡＴＦの第３次対日 御指摘の取引は、取引実務への影響等を

相互審査における指摘への対応としては不 踏まえ今回の改正においては規制の対象と

十分であり、ＰＥＰｓとの取引やプライベ しなかったところですが、頂いた御意見に

ートバンキング取引等について、追加の対 ついては、今後の検討の参考とさせていた

応をとるべきである。 だきます。



別紙２

「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等及び経過措置に関する政令案（仮称）」等に対する御質問並びに御質問に対す

る警察庁及び共管各省庁の考え方について

１ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正について

(1) 新法第４条第２項に規定する政令で定める額について（新令第11条関係）

26 質問の概要 質問に対する考え方

「200万円」は、取引１件当たりの金額を そのとおりです。

いい、例えば、ある一定期間における顧客 ただし、ごく短期間に同種の取引が多数

等との間の取引金額の合計を意味するもの 行われた場合等で、それらの取引全体が実

でないという理解でよいか。 質的に１つの取引と認められることもある

と考えております。

27 質問の概要 質問に対する考え方

「200万円」を超えるか否かは、外貨で取 そのとおりです。

引をする場合には、日本円に換算した金額

により判断するという理解でよいか。

28 質問の概要 質問に対する考え方

保険契約の締結（新令第７条第１項第１ 保険契約の締結が「200万円」を超える

号ホ）については、「200万円」を超えるか 財産の移転を伴うものであるかは、支払

否かは、保険料と保険金額のいずれにより 事由が発生した際の保険金額や将来的に

判断すればよいか。 支払う保険料の金額ではなく、契約の締

また、保険料であるならば、支払方法（一 結に際して支払う手数料等の額により判

時払、月払等）により、どのように金額を 断することとなります。

判断すればよいか。 なお、保険料や保険金の支払が、保険

契約に基づく取引として新法第４条第２

項第１号に掲げる取引に該当する場合に

は、当該支払の額により判断することと

なります。

29 質問の概要 質問に対する考え方

クレジットカード契約の締結（新令第７ クレジットカード契約の締結が「200万

条第１項第３号）については、「200万円」 円」を超える財産の移転を伴うものであ

を超えるか否かの判断は、利用限度額では るかは、利用限度額ではなく、当該契約

なく、一取引の利用金額という理解でよい の締結に当たり支払う手数料等の額によ



か。 り判断することとなります。

なお、クレジットカード決済等の取引

が、クレジットカード契約に基づく取引

として新法第４条第２項第１号に掲げる

取引に該当する場合には、当該取引の金

額（一取引の利用金額）により判断する

こととなります。

(2) 既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等について（新令第13条関係）

30 質問の概要 質問に対する考え方

新令第13条第１項各号における「特定事 そのとおりです。

業者」と「他の特定事業者」については、

それぞれの業態が異なるものであってもよ

いか。

31 質問の概要 質問に対する考え方

改正法の施行日前に旧法第４条第１項の 原則としてそのような取扱いはできま

規定による本人確認に相当する確認を行っ せん。

ており、かつ、当該確認に係る本人確認記 御質問のような場合には、施行日以後

録に相当する記録を保存している顧客等に の取引が施行日前に締結された継続的な

ついては、施行日以後の取引の際に取引時 契約に基づくものである場合を除き、改

確認済みの顧客等として取り扱うことはで 正法により追加された取引を行う目的等

きるか。 の確認事項について確認を行う必要があ

ります。

なお、旧法第４条第１項の規定による

本人確認に相当する確認に加え、改正法

により追加された取引を行う目的等の確

認事項の確認を行っている場合には、施

行日以後の取引の際に新法第４条第１項

の規定は適用されないこととなります。



２ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正について

(1) 顧客等の本人特定事項の確認方法について（新規則第５条関係）

32 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第５条第２項の「現在の住居の記 そのとおりです。

載がないとき」とは、旧規則第３条第２項

の「記載されている･･･住居･･･が現在のも

のでないとき」及び「住居の記載がないと

き」の両方を含むという理解でよいか。

33 質問の概要 質問に対する考え方

改正後は、住居（所在地）の記載がない そのとおりです。

本人確認書類と、現在の住居（所在地）の なお、旅券等のように住居（所在地）の

記載がある補完書類によって本人特定事項 記載が必須とされていないものを除き、「本

の確認ができることとなるという理解でよ 人確認書類」であるためには、住居（所在

いか。 地）の記載がある必要があります。

34 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第５条第２項第３号に掲げる書類 そのとおりです。

には、従前と同様に、固定電話料金やＮＨ

Ｋの受信料の領収証が該当するという理解

でよいか。

35 質問の概要 質問に対する考え方

外国の国営企業が発行している公共料金 当該公共料金の領収証に顧客等の氏名

の領収証は、新規則第５条第２項第５号に （名称）及び住居（所在地）の記載がある

掲げる書類に該当するという理解でよい 場合には、そのとおりです。

か。

36 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第５条第３項に規定する方法にお そのとおりです。

いて、本人確認書類等の写しを確認記録に

添付する必要がある場合は、本人確認書類

等の送付を受けたときであり、提示を受け

たときは含まれないという理解でよいか。

(2) 取引を行う目的の確認方法について（新規則第８条関係）

37 質問の概要 質問に対する考え方

「申告を受ける方法」としては、どのよ 口頭で聴取する方法のほか、電子メール、



うな方法が認められるのか。 ＦＡＸ等を用いる方法、書面の提出を受け

る方法、チェックリストのチェックを受け

る方法等が含まれます。

38 質問の概要 質問に対する考え方

「取引を行う目的」は、どの程度の内容 「取引を行う目的」の分類としては、例

を確認すればよいのか。 えば預貯金契約の締結（新令第７条第１項

第１号イ）の場合には、「生活費決済」、「貯

蓄」、「投資」等が該当するものと考えられ

ます。

なお、事業分野や取引の性質によって疑

わしい取引の届出を行うかどうかの判断の

ために求められる確認の程度は異なり得る

ことから、詳細については、各事業分野の

実情に応じ、ガイドライン等によりお示し

することを予定しております。

39 質問の概要 質問に対する考え方

「取引を行う目的」の確認については、 いずれもそのとおりです。

特定事業者があらかじめ分類した目的から

顧客が選択するという方法でもよいか。

また、その際、複数の目的を選択するこ

とも許されるか。

40 質問の概要 質問に対する考え方

「取引を行う目的」については、契約の 「取引を行う目的」は、確認事項の一つ

内容から明らかであるものも考えられると であることから、全ての取引時確認におい

ころ、全ての取引において必ず確認を行う て確認を行う必要があります。

必要があるのか。 一方、その内容から取引を行う目的が明

らかである取引も想定されるところ、その

ようなものについては、取引を行ったこと

をもって、取引を行う目的の確認も行った

ものと評価できると考えております。

(3) 職業及び事業の内容の確認方法について（新規則第９条関係）

41 質問の概要 質問に対する考え方

「申告を受ける方法」としては、どのよ 「取引を行う目的」等の確認の方法と同

うな方法が認められるのか。 様の方法を考えております（37参照）。



42 質問の概要 質問に対する考え方

「職業」の内容として、勤務先の名称や そのとおりです。

役職までは含まれていないという理解でよ

いか。

43 質問の概要 質問に対する考え方

「職業」は、どの程度の内容を確認すれ 「職業」の分類としては、例えば「会社

ばよいか。 員」、「公務員」、「医師」、「学生」、「無職」

等が考えられます。

なお、「取引を行う目的」と同様に、詳

細については、各事業分野の実情に応じ、

ガイドライン等によりお示しすることを予

定しております。

44 質問の概要 質問に対する考え方

顧客等が複数の職業を有している場合の 複数の職業を有している者（例えば会社

取扱いはどうなるのか。 員兼学生）については、それらの職業全て

について確認をする必要があります。

ただし、一の職業を確認した場合におい

て、他の職業を有していないかについて積

極的に確認することまで求めるものではな

いと考えております。

45 質問の概要 質問に対する考え方

自然人の職業については、「職業分類」 確認事項はあくまで「職業」とされてい

ではなく「勤務先」を確認することで代え るため、勤務先の名称等から職業が明らか

ることとしてよいか。 である場合を除き、勤務先の名称等の確認

をもって職業の確認に代えることはできな

いと考えております。

46 質問の概要 質問に対する考え方

「事業の内容」は、どの程度の内容を確 「事業の内容」の分類としては、例えば

認すればよいか。 「製造業」、「建設業」、「金融業」等が考え

られます。

なお、「取引を行う目的」と同様に、詳

細については、各事業分野の実情に応じ、

ガイドライン等によりお示しすることを予

定しております。



47 質問の概要 質問に対する考え方

法人が複数の事業を営んでいる場合に 法人が複数の事業を営んでいる場合に

は、全ての事業について確認する必要があ は、それらの事業全てについて確認する必

るのか。 要があります。ただし、営んでいる事業が

また、主たる事業と取引に関連する事業 多数である場合等は、取引に関連する主た

が異なる場合は、どのように確認をしたら る事業のみを確認することも認められると

よいか。 考えております。

また、法人の主たる事業が取引に関連し

ない場合には、基本的には取引に関連する

事業を確認することを想定しております。

48 質問の概要 質問に対する考え方

登記事項証明書により事業の内容を確認 そのとおりです。

する際には、「会社の目的」欄に記載され ただし、47のとおり、主たる事業のみを

ているものを確認することとなるのか。 確認することも認められると考えておりま

す。

49 質問の概要 質問に対する考え方

事業の内容の確認に用いる登記事項証明 そのとおりです。

書は、本人特定事項の確認に用いたもので なお、同じ登記事項証明書により実質的

もよいか。 支配者（当該法人を代表する権限を有して

いる者）の有無について確認することも認

められると考えております。

50 質問の概要 質問に対する考え方

「確認する方法」としては、どのような 顧客等、代表者等その他の関係者から提

方法が認められるのか。 示又は送付を受ける方法のほか、特定事業

者において書類を入手・閲覧する方法が含

まれます。

51 質問の概要 質問に対する考え方

一般に、定款は原本証明等がされていな 認められます。

いところ、原本の写しであることを証明す ただし、原本と同一の内容であると認めら

る法人の代表者等の印がないものでも認め れることが必要となります。

られるか。

52 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第９条第２号ロに掲げる書類に 「有価証券報告書」や法令により所管官



は、どのようなものが該当するか。 庁に提出することとされている事業報告書

等が該当します。

53 質問の概要 質問に対する考え方

株主総会の招集の通知に際して提供され 御質問の事業報告が、当該法人の事業報

る事業報告は、新規則第９条第２号ロに掲 告として内容が確定したものである場合に

げる書類に含まれるという理解でよいか。 は、そのとおりです。

54 質問の概要 質問に対する考え方

法人が特定の事業を行うに当たり発行さ そのとおりです。

れた証明書は、新規則第９条第２号ニに掲 ただし、当該事業が取引と関連がないも

げる書類に該当するという理解でよいか。 のである場合や、取引に関連する主たる事

業でない場合には、別の書類により確認を

行う必要があります。

55 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第９条第２号ニに掲げる書類は、 そのとおりです。

発行した官公庁の印がない書類でもよい ただし、官公庁が発行したものであると

か。 認められることが必要となります。

56 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第９条第２号ニに掲げる書類に そのとおりです。

は、ＥＤＩＮＥＴ等によって開示されてい

るこれらの書類の電子データも含まれると

いう理解でよいか。

57 質問の概要 質問に対する考え方

登記事項証明書について、法務省提供の 原則としていずれも認められると考えて

オンライン登記情報提供制度により確認す おります。

ることも認められるか。 なお、事業の内容を確認する方法として

また、同様の外国の政府等が提供する公 認められるためには、御質問のような官公

的なウェブサイトにおける情報を確認する 庁等が提供するウェブサイトの情報の確認

方法は認められるか。 が、官公庁等が発行した書類の確認と同視

できるものである必要があります。

58 質問の概要 質問に対する考え方

外国法人の事業の内容を確認するに際 認められます。

し、新規則第９条第３号に規定する「同号 なお、御質問の条文については、外国の

に掲げるものに準ずるもの」として、外国 法令に基づき当該法人が作成した書類も含



の法令に基づき作成されたディスクロージ まれることが明確になるよう、修正してお

ャー資料により確認する方法は認められる ります。

のか。

59 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第９条第３号の「日本国の承認し 「日本国の承認した外国政府」には日本

た外国政府又は権限のある国際機関」につ 国の承認した外国の政府・地方政府等が、

いては、どのようなものが該当するのか。 「権限のある国際機関」には国際連合、国

際通貨基金、世界銀行等が該当します。

これらについて個別具体的に確認する必

要がある場合には、関係行政機関にお問い

合わせください。

(4) 実質的支配者の確認方法等について（新規則第10条関係）

60 質問の概要 質問に対する考え方

新法第４条第１項の規定による確認の場 そのとおりです。

合、実質的支配者の本人特定事項の確認は

口頭等による方法で足り、本人確認書類等

を用いなくてもよいという理解でよいか。

61 質問の概要 質問に対する考え方

「申告を受ける方法」としては、どのよ 「取引を行う目的」等の確認の方法と同

うな方法が認められるか。 様の方法を考えております（37参照）。

62 質問の概要 質問に対する考え方

「申告を受ける方法」として、例えば特 認められます。

定事業者において有価証券報告書等の公表

書類を確認する方法も認められるか。

63 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第10条第２項第１号に掲げる法人 新規則第10条第２項第１号に掲げる法人

と第２号に掲げる法人のいずれかであるか と第２号に掲げる法人のいずれに該当する

は、顧客等の申告により判断することとし かについては、法人の性質から判断される

てよいか。 ものです。

そのため、本人特定事項や事業の内容の

確認において用いた書類からいずれに該当

するかが明らかとならない場合等に、顧客

等の申告のみによることは認められず、特

定事業者において確認する必要がありま



す。

64 質問の概要 質問に対する考え方

実質的支配者の範囲について、実質的支 そのとおりです。

配者が法人である場合、その法人の実質的

支配者についてまで確認する必要はないと

いう理解でよいか。

65 質問の概要 質問に対する考え方

取引時に実質的支配者はない旨の回答を 実質的支配者があることが判明した場合

得ていた顧客等について、その後に実質的 には、当該者について改めて確認を行う義

支配者があることが判明した場合、知った 務はありませんが、顧客等が継続的な契約

時点で改めて確認をする必要はあるのか。 の締結の際に実質的支配者の有無について

偽っていたことが疑われる場合には、当該

契約に「基づく取引」の際に、新法第４条

第２項の規定による確認を行う必要があり

ます。

なお、判明した実質的支配者の有無等に

ついては、確認記録に付記するなどする必

要があります。

66 質問の概要 質問に対する考え方

実質的支配者の該当性について、法人の 基本的には取引時の保有割合により判断

議決権の保有割合は、いつの時点のもので することとなりますが、例えば直近の株主

判断することとなるのか。 総会開催時等、取引と合理的な範囲で近接

した時点での保有割合により判断すること

も認められると考えております。

67 質問の概要 質問に対する考え方

役員の選任と定款の変更の双方の議決権 そのとおりです。

が制限されている株式等は、実質的支配者

の該当性に当たっては、分母（保有数）と

分子（総数）の双方から除かれるのか。

68 質問の概要 質問に対する考え方

「役員等の選任及び定款の変更に関する そのとおりです。

議案の全部につき株主総会で議決権を行使

することができない株式」について、法定

種類株主総会においてのみ定款変更の議決



権を有する株式は含まれるのか。

69 質問の概要 質問に対する考え方

株主間の契約により役員選任・定款変更 含まれません。

の議決について議決権を行使しないとされ

ている株式は、「役員等の選任及び定款の

変更に関する議案の全部につき株主総会で

議決権を行使することができない株式」に

含まれるのか。

70 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第10条第２項第１号において「他 新規則第10条第２項第１号に掲げる法人

の者が当該法人の議決権の２分の１を超え については、原則として４分の１を超える

る議決権を有している場合を除く」として 議決権を有する者を実質的支配者としてい

いる趣旨は何か。 るところ、２分の１を超える議決権を有す

る者がいる場合には、当該者により法人の

運営が左右されることとなることから、そ

れ以外に４分の１を超える議決権を有する

者がいたとしても、当該者については、実

質的支配者に含まれないとしているもので

す。

71 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第10条第２項第２号に掲げる法人 そのとおりです。

には、全て実質的支配者があることになる

という理解でよいか。

72 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第10条第２項第２号に掲げる法人 そのとおりです。

に当該法人を代表する権限を有する者が複

数いる場合には、全員が実質的支配者に当

たり、全員の本人特定事項の確認が必要で

あるのか。

73 質問の概要 質問に対する考え方

不動産証券化手法のＧＫ－ＴＫスキーム 合同会社は新規則第10条第２項第２号に

の場合における匿名組合員は、実質的支配 掲げる法人に該当するため、匿名組合員が

者に当たらないという理解でよいか。 当該合同会社を代表する権限を有していな

い限りは、実質的支配者には当たらないこ



ととなります。

74 質問の概要 質問に対する考え方

次のような場合にも、実質的支配者（Ａ 必要となります。

社）の確認を行う必要があるのか。

① 特定事業者が、Ａ社について取引時確

認を行った。

② 次に、同じ特定事業者が、Ａ社が実質

的支配者であるＢ社について取引時確認

を行った。

(5) 代表者等の本人特定事項の確認方法について（新規則第11条関係）

75 質問の概要 質問に対する考え方

第11条第４項の規定は、代表者等が代理 新規則第11条第４項は、代表者等が顧客

権を有していることの確認を義務付けるも 等のために特定取引等の任に当たっている

のであるのか。 ことが明らかであることを求めております

が、これは民法上の代理権を有しているか

の確認とは異なるものです。よって、代理

権を有していることの確認を義務付けるも

のではありません。

76 質問の概要 質問に対する考え方

人格のない社団又は財団である顧客等の 人格のない社団又は財団である顧客等に

代表者等については、「顧客等のために取 ついては、その実在性の証明が困難である

引の任に当たっていること」はどのように ことを踏まえ顧客等の本人特定事項の確認

確認をしたらよいのか。 を要しないとされているところ、代表者等

が顧客等のために特定取引等の任に当たっ

ていることについても同様であることか

ら、確認を要しないこととしております。

77 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第11条第４項第１号イの「同居の 単に申告によることは認められず、何ら

親族又は法定代理人」であることの確認は、かの方法により「同居の親族又は法定代理

申告によることとしてもよいか。 人」であることを確認することが必要とな

ります。

具体的には、住民票、戸籍謄本等の書類

により関係を確認すること、顧客等と代表

者等の本人確認書類により同一の姓・住所



であることを確認すること、実際に顧客等

の住居に赴いて代表者等との関係を確認す

ること等が想定されます。

78 質問の概要 質問に対する考え方

委任状の確認に当たっては、実印の押印 そのとおりです。

があることや、印鑑登録証明書も併せて提 ただし、顧客等が作成したものであると認

出されることまでは求められないという理 められることが必要となります。

解でよいか。

79 質問の概要 質問に対する考え方

「当該代表者等が当該顧客等のために当 委任状という名称でなくとも、顧客等が

該特定取引等の任に当たっていることを証 代表者等に取引の任に当たらせていること

する書面」とは、具体的にはどのような書 が明らかになる書類をいいます。

類が想定されるのか。 具体的には、顧客等が作成した申請書で

あって、取引に当たらせている者の氏名等

を記載されているもの等が想定されます。

80 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第11条第４項第２号ロの「当該顧 名刺は一般に偽造が容易であり、「当該

客等が発行した身分証明書その他の当該顧 顧客等が発行した」ものであるとの判断が

客等の役職員であることを示す書類」には、困難であると考えております。

名刺は含まれるのか。 また、身分証明書は、顧客等が発行した

また、企業が発行する身分証は、顔写真 身分証明書と認められるものであれば、代

や企業の押印がないものでもよいのか。 表者等の顔写真や、顧客等の押印があるこ

とは必要ではありません。

81 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第11条第４項第２号ロの「書面」 そのとおりです。

は、日本語で記載されているものに限られ

ないという理解でよいか。

82 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第11条第４項第２号ニの電話先 「本店等」は電話をかける先の例示であ

は、顧客等が法人である場合には、その本 り、営業所等の顧客等に関連する他の場所

店等に限られるのか。 へ電話をかけることも「これに類する方法」

また、電話をしたときには、代表者等が として認められます。

取引の権限を有していることまでを確認す また、電話をした際に確認する内容とし

る必要があるのか。 ては、代表者等が当該法人（顧客等）の従



業員であること等で足り、75のとおり、取

引の権限を有していることの確認までを求

めるものではありません。

83 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第11条第４項第２号ニの「これに 営業所等の場所に対しＦＡＸ、電子メー

類する方法」としては、どのような方法が ルを送信して確認すること、実際に当該場

含まれるのか。 所に赴いて確認すること等を想定しており

ます。

84 質問の概要 質問に対する考え方

電話をかけて代表者等が特定取引等の任 特段の制限はありません。

に当たっていることを確認する場合に、確

認の相手の役職に制限はあるのか。

85 質問の概要 質問に対する考え方

代表者等が役員として登記されているこ そのとおりです。

とについては、特定事業者において登記事

項証明書を確認する方法でもよいか。

86 質問の概要 質問に対する考え方

「関係を認識していること」については、 そのとおりです。

例えば、営業担当者が契約の締結前に顧客

等を訪問し、顧客等及び代表者等と面談を

行っている場合が含まれるという理解でよ

いか。

87 質問の概要 質問に対する考え方

「その他顧客等のために取引の任に当た 例えば、委任状と再委任状のような複数

っていることが明らかであること」には、 の書類を確認すること等により顧客等と代

どのような場合が想定されるのか。 表者等との関係を明らかにすることを想定

また、代表者等が顧客等の本人確認書類 しております。

を有している場合には、「顧客等のために また、代表者等が顧客等の本人確認書類

特定取引等の任に当たっていることが明ら を有していることのみをもっては、顧客等

か」といえるか。 のための取引の任に当たっていることが明

らかであるとは認められないと考えており

ます。

88 質問の概要 質問に対する考え方



ＧＫ－ＴＫ等の資産運用会社との取引に 法定の開示資料等を確認することによ

ついては、法定の開示資料等を確認するこ り、当該代表者等が顧客等のために取引の

とにより、代表者等が「顧客等のために取 任に当たっていることが明らかとなる事情

引の任に当たっていることが明らか」とす があるのであれば、そのとおりです。

ることも認められるという理解でよいか。

(6) 新法第４条第１項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例について（新規則第12

条関係）

89 質問の概要 質問に対する考え方

クレジットカード会社が銀行等が行って そのとおりです。

いる取引時確認の情報に依存して取引時確

認を行う場合、当該銀行等が行っている取

引時確認の情報を確認すれば、改めて、ク

レジットカード契約の締結に係る「取引を

行う目的」を確認する必要がないという理

解でよいか。

90 質問の概要 質問に対する考え方

本人特定事項の確認等、確認事項の一部 認められません。

の確認についてのみ銀行等やクレジットカ ただし、銀行等やクレジットカード会社

ード会社が行っている確認の情報に依存 が施行日前の取引の際に顧客等の本人特定

し、他の確認事項は自ら確認する方法が認 事項の確認を行っている場合には、経過措

められるとの理解でよいか。 置として、当該確認の情報に依存する方法

により本人特定事項のみを確認し、他の確

認事項については自ら確認する方法が認め

られることとなります。

91 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第12条第１項第３号について、取 認められません。

引時確認のそれぞれの確認事項について、 なお、施行日前の取引の際に本人確認に

同号に規定する方法とは別の方法により確 相当する確認を行っている場合には、経過

認することも認められるという理解でよい 措置として、改正法により追加された取引

か。 を行う目的等の確認事項のみの確認を行う

こととなります。

92 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第12条第１項第３号に規定する 「新法第４条第１項･･･の規定による確

「新法第４条第１項･･･の規定による確認 認に相当する確認」とは、他法令に基づく



に相当する確認」と「第14条に定める方法 などして新規則に定める方法と同様の方法

に相当する方法」について、その具体例は によりそれぞれの確認事項について行って

どのようなものであるか。 いる確認をいいます。

「第14条に定める方法に相当する方法」

とは、第14条に定める方法と同様に、顧客

等について既に「新法第４条第１項･･･の

規定による確認に相当する確認」を行って

いることを確認する方法をいいます。

(7) 厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法につ

いて（新規則第13条関係）

93 質問の概要 質問に対する考え方

本人特定事項の確認を関連取引時確認に そのとおりです。

おいて用いていない本人確認書類等の少な

くとも１つを用いて行うこととなるのは、

新法第４条第２項第１号イ又はロに掲げる

取引に限られるという理解でよいか。

94 質問の概要 質問に対する考え方

継続的な契約に基づく取引の際に「なり 継続的な契約の締結の際の本人特定事項

すまし等の疑い」が生じて新法第４条第２ の確認において用いていない書類をいいま

項の規定による確認を行った後、更に同じ す。

顧客等について「なりすまし等の疑い」が

生じて新法第４条第２項の規定による確認

を行う場合、「用いていない」書類とはど

の範囲の書類をいうのか。

95 質問の概要 質問に対する考え方

第13条第３項及び第４項の「確認する方 法人の「事業の内容」の確認の方法と同

法」としては、どのような方法が認められ 様の方法を考えております（50参照）。

るのか。

96 質問の概要 質問に対する考え方

第13条第３項第１号に定める書類につい 基本的にはそのとおりですが、議決権の

ては、作成主体の限定が付されていないこ 保有状況を示す書類として一定以上の信用

とから、例えば海外の顧客等の議決権の保 性がある必要があります。

有状況について現地の調査・格付会社の資

料を用いて確認することも可能であるとい



う理解でよいか。

97 質問の概要 質問に対する考え方

必ずしも資産及び収入の両方の状況を確 そのとおりです。

認する必要があるわけではないという理解

でよいか。

98 質問の概要 質問に対する考え方

資産及び収入の状況について、特定事業 認められます。

者が保有している顧客等の預金残高の情報

により確認することは認められるか。

99 質問の概要 質問に対する考え方

確認に際して求められる書類としては、 基本的には確認の対象となる取引の時点

どの時点・範囲のものが求められるのか。 又はその直近のものが想定されますが、疑

わしい取引の届出を行うかどうかの判断は

個別の取引に応じて行われるものであるこ

とから、確認に用いることができる書類の

作成時期等を一律に定めることとはしてお

りません。

そのため、顧客等の資産及び収入の状況

が取引を行うに相当なものであるかを判断

するという観点から、特定事業者において

確認に用いる書類の範囲について御判断い

ただくこととなります。

100 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第13条第４項第１号ニに掲げる書 「残高証明書」、「支払調書」、「給与の支

類には、どのようなものが該当するのか。 払明細書」、「納税通知書」、「納税証明書」、

「所得証明書」等を想定しております。

101 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第13条第４項第１号ホに掲げる書 そのとおりです。

類（配偶者の書類）は、顧客等自身の書類

が用意できない場合に限られないとの理解

でよいか。

102 質問の概要 質問に対する考え方



新規則第13条第４項第２号ハに掲げる書 「有価証券報告書」、「正味財産増減計算

類には、どのようなものが該当するのか。 書」、「損益計算書」、「預貯金通帳」、「法人

税申告書別表二（同族会社等の判定に関す

る明細書）」等を想定しております。

(8) 既に取引時確認を行っていることを確認する方法について（新規則第14条関係）

103 質問の概要 質問に対する考え方

法人や人格のない社団又は財団である顧 従前と同様に、法人である顧客等につい

客等の代表者等が変更されている場合に ては、代表者等が変更された場合であって

は、取引時確認済みの顧客等としての取扱 も取引時確認済みの顧客等として取り扱う

いはどのようになるのか。 ことができますが、人格のない社団又は財

団である顧客等については、代表者等が変

更された都度、代表者等の本人特定事項の

確認が必要となります。

104 質問の概要 質問に対する考え方

実質的支配者が変更されている場合であ そのとおりです。

っても、取引時確認済みの顧客等として取 なお、実質的支配者が変更された場合に

り扱えるのか。 は、新たな実質的支配者の本人特定事項等

について確認をする義務はありませんが、

変更があったことについて確認記録に付記

するなどする必要があります。

105 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第14条第１項に規定する方法によ そのとおりです。

り既に取引時確認を行っている顧客等であ

ることを確認する際には、代表者等につい

て、「顧客等のために特定取引等の任に当

たっていると認められること」の確認は求

められないという理解でよいか。

106 質問の概要 質問に対する考え方

「顧客等しか知り得ない事項その他の顧 そのとおりです。

客等が確認記録に記録されている顧客等と

同一であることを示す事項の申告を受ける

こと」の内容は、改正の前後において変更

はないという理解でよいか。



(9) 確認記録の作成方法について（新規則第16条関係）

107 質問の概要 質問に対する考え方

旧法第４条第１項の規定による本人確認 御質問のような場合には、追加の確認事

を行っている顧客等について、施行日以後 項のみの記録を作成するだけでは十分でな

の取引の際に新法第４条第１項第２号から く、施行日以後の取引の際に行った確認に

第４号までに掲げる事項の確認を行った場 ついて新たに確認記録を作成する必要があ

合、当該確認に係る記録については、従来 ります。

の本人確認記録に記載されている事項を転 なお、新たに作成する確認記録は、従来

記する必要はなく、追加の確認事項のみの の本人確認記録と関連付け、必要に応じて

記録を作成し、従来の本人確認記録ととも 直ちに検索できる状態を確保しておくこと

に保存することとしてもよいか。 が望ましいですが、新たに作成する確認記

録に、従来の本人確認記録に記載されてい

る事項を転記することまでは法令上求めら

れておりません。

(10) 確認記録の記録事項について（新規則第17条関係）

108 質問の概要 質問に対する考え方

確認記録の記録事項を記入する書面は、 詳細な様式についての定めはありません

新規則第17条第１項各号に掲げる事項の全 が、改正政令・主務省令の公布後に確認記

てについて記入箇所が設けられていれば、 録の参考様式をお示しする予定ですので、

詳細な様式は問わないという理解でよい そちらも御参考としてください。

か。 なお、基本的には全ての記録事項につい

て記入箇所が設けられていることを想定し

ておりますが、特定の事項について確認義

務が生じ得ない特定事業者である場合（例

えば、資産及び収入の状況等について資金

移動業者）には、当該事項について記入箇

所を設けないこととしても問題はないもの

と考えております。

109 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第17条第１項第15号の「顧客等の 新規則第11条第４項に掲げることのいず

ために特定取引等の任に当たっていると認 れに該当したか等について記録することを

めた理由」については、どのような事項を 想定しております。

記録すればよいか。

110 質問の概要 質問に対する考え方



実質的支配者が議決権の総数の何パーセ そのとおりです。

ントを有しているかについては、記録する

義務がないものと考えてよいか。

111 質問の概要 質問に対する考え方

確認記録に記録する取引を行う目的や職 そのとおりです。

業及び事業の内容の分類の程度について

は、第８条又は第９条に規定する方法によ

る確認の際の分類の程度と同様であると理

解してよいか。

112 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第17条第１項第17号の「事業の内 事業の内容の確認においては、主たる事

容」については、例えば、登記事項証明書 業の内容を確認することも認められるとし

に記載されている全ての事業の内容を記録 ており、記録事項についても同様であると

する必要があるのか。 考えております（47及び111参照）。

また、仮に全ての事業の内容を記録する また、事業の内容の記録の考え方につい

こととした場合、そのうち一つでも変更が ては上記のとおりですが、登記事項証明書

あることを知った場合には、新規則第17条 に記載されている全ての事業の内容につい

第３項の規定により当該変更について全て て確認・記録の対象とした場合には、その

記録をする必要があるのか。 一部であっても、変更があることを知った

場合には、当該変更について確認記録に付

記するなどする必要があります。

113 質問の概要 質問に対する考え方

「事業の内容の確認を行った･･･書類の 書類の名称や作成時期等について記録す

名称その他当該書類を特定するに足りる事 ることを想定しております。

項」については、どのような内容を記録す

ればよいか。

114 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第17条第１項第19号について、新 そのとおりです。

法第４条第１項の規定による確認として申

告により実質的支配者の本人特定事項を確

認した場合には、「本人確認書類又は補完

書類の名称」は記録する必要はないという

理解でよいか。

115 質問の概要 質問に対する考え方



新規則第17条第１項第23号の「検索する そのとおりです。

ための･･･事項」については、顧客等を事 なお、新規則第17条第１項第23号に掲げ

後的に検索するための体制の整備を義務付 る事項として記録する事項は、顧客等の確

けるものではないという理解でよいか。 認記録の整理番号等が想定されます。

116 質問の概要 質問に対する考え方

次の場合は、特定事業者は、確認記録に 御質問のように異なる部署における取引

記録された事項に変更があることを知った であっても、特定事業者において、本人特

ものとして当該変更を確認記録に追記する 定事項等の記録事項について変更等がある

べき場合に該当するのか。 ことを知った場合には、当該変更等につい

① 特定事業者がＡ社と特定取引を行い、 て確認記録に付記する必要があります。

取引時確認を行った。 ただし、同一の特定事業者の異なる部署

② 次に、その特定事業者の別の部署がＢ がそれぞれ取引を行う場合等において、同

社と取引を行ったところ、Ｂ社の実質的 一の顧客等の情報に変更があるか否かにつ

支配者としてＡ社が存在し、①の時点で いて相互に確認することまでを求めるもの

確認をした本人特定事項から変更があっ ではありません。

た。

(11) 特定金融機関の体制の整備について（新規則第25条関係）

117 質問の概要 質問に対する考え方

「外国の当局が当該外国所在為替取引業 認められます。

者に対して行う監督の実態について情報を

収集」する方法としては、外国当局のウェ

ブサイトを参照するほか、ＦＡＴＦ等の信

頼できる国際機関が実施している査察結果

の情報を参照する方法も認められるか。

(12) 別記様式関係

118 質問の概要 質問に対する考え方

別記様式第３号において「取引を行う目 「取引を行う目的」欄は、「継続的取引

的」が２つ設けられているところ、それぞ 関係に関する事項」欄と「疑わしい取引に

れの欄にはどのような事項を記載したらよ 関する事項」欄にそれぞれ設けております

いか。 が、前者には継続的な契約の締結（例えば

預貯金契約の締結）に際して確認をしたも

のを、後者には継続的な契約に基づく取引

（例えば個別の預貯金の払戻し等）や１回

的取引に際して確認したものを記入するこ

とを想定しております。



そのため、例えば、

① 継続的な契約の締結に際して取引時確

認を行い、当該契約に「基づく取引」に

際しても取引時確認を行っている場合に

は、「継続的取引関係に関する事項」欄

と「疑わしい取引に関する事項」欄の両

方に

② 継続的な契約の締結に際してのみ取引

時確認を行っている場合には、「継続的

取引関係に関する事項」欄のみに

③ １回的取引に際してのみ取引時確認を

行っている場合には、「疑わしい取引に

関する事項」欄のみに

それぞれ取引を行う目的を御記入いただく

ことになります。



３ その他について

(1) 取引時確認等について（新法第４条関係）

119 質問の概要 質問に対する考え方

旧法下と新法下のいずれであっても、現 そのとおりです。

在の住居の確認は必須であるという理解で 顧客等を特定し、資金トレースを可能と

よいか。 する観点からは、住居の確認は必須である

また、そうであるならば、その理由は何 ことから、確認事項とされているものです。

か。

120 質問の概要 質問に対する考え方

「厳格な顧客管理を行う必要性が特に高 新法第４条第２項第２号に掲げる取引は

いと認められる取引」は、特定取引に該当 特定取引に限られることとなりますが、新

することが前提という理解でよいか。 法第４条第２項第１号に掲げる取引は特定

取引以外の取引も含まれることとなります

（125参照）。

なお、新法第４条第２項第１号に掲げる

取引は、旧法下においては特定取引に含ま

れていたものです。

121 質問の概要 質問に対する考え方

取引後に、顧客等が取引時確認に係る事 そのとおりです。

項を偽っていた疑いが生じた場合等におい

て、その顧客等との取引を停止した場合に

は、新法第４条第２項の規定による確認を

行う必要がないという理解でよいか。

122 質問の概要 質問に対する考え方

契約を締結した時点では特定国等に居住 そのとおりです。

していなかった顧客等がその後特定国等に また、判明した後に取引を行う場合であ

移住したことが判明した場合に、それ以後 っても、特定取引に当たらない取引を行う

その顧客等と取引を行わないときには、新 ときには、新法第４条第２項第２号に掲げ

法第４条第２項の規定による確認を行う必 る取引には該当せず、新法第４条第２項の

要がないという理解でよいか。 規定による確認の対象とはなりません。

なお、判明した住居等の変更については、

その内容を確認記録に付記するなどする必

要があります。

123 質問の概要 質問に対する考え方



取引の価額が200万円を超える財産の移 新法第４条第２項各号に掲げる取引であ

転を伴う場合に確認を行うのは「資産及び って、200万円を超える財産の移転を伴う

収入の状況」のみであり、その必要がある ものを行う場合には、新法第４条第１項各

のは新法第４条第２項各号に掲げる取引を 号に掲げる事項と資産及び収入の状況の確

行う場合に限られるという理解でよいか。 認を行う必要があります。

資産及び収入の状況の確認を行う必要が

あるのは、新法第４条第２項各号に掲げる

取引で、その価額が200万円を超える財産

の移転を伴うものを行う場合に限られるこ

とについては、そのとおりです。

124 質問の概要 質問に対する考え方

新法第４条第２項第３号の規定に基づく そのとおりです。

政令は、今回の改正においては定められて

いないという理解でよいか。

125 質問の概要 質問に対する考え方

新令第12条第１項各号に定める取引は、 限られません。

新法第４条第１項に規定する特定取引に限 具体的には、新令第12条第１項に定める

られるという理解でよいか。 取引には継続的な契約に「基づく取引」が

当たることとなり、これには特定取引に当

たらないものも含まれることとなります。

126 質問の概要 質問に対する考え方

新法第４条第２項の規定による確認を行 新法第４条第２項の「厳格な顧客管理を

うことは、特定事業者側が疑わしい取引に 行う必要性が特に高いと認められる取引」

当たると認識していることを顧客等に知ら は、類型的にマネー・ローンダリングに利

せることとなり、新法第８条第２項との関 用されるおそれが特に高いと認められる取

係で問題となる可能性があるが、この点に 引であり、「疑わしい取引」とは必ずしも

ついてどのように考えているのか。 同一のものではないことから、顧客等に対

し、前者の取引に当たることを知らせるこ

とは、新法第８条第２項の規定に抵触する

ものではないと考えております。

127 質問の概要 質問に対する考え方

次の取引は、新法第４条第２項第２号の いずれの取引も該当しないと考えており

「特定国等に居住し又は所在する顧客等と ます。

の間におけるもの」に該当するのか。



① 特定国等の国籍を有する者であって、

日本国内に居住している顧客等との取引

② 日本国内に居住・所在する顧客等との

間における取引であって、代表者等が特

定国等に居住しているもの

(2) 取引時確認等を的確に行うための措置について（新法第10条関係）

128 質問の概要 質問に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 そのとおりです。

新の内容に保つための措置」としては、最

新の内容を把握するために調査を行うこと

までを求められているものではないという

理解でよいか。

129 質問の概要 質問に対する考え方

新法第４条第３項の規定により既に取引 そのとおりです。

時確認を行っていることを確認する際に

は、「取引時確認をした事項に係る情報を

最新の内容に保つため」に取引時確認に係

る事項の再度の確認を行うことを求められ

るものではないという理解でよいか。

130 質問の概要 質問に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 特定事業者や取引により異なるものであ

新の内容に保つための措置」として、具体 るため、御質問の事項についてお示しする

的に求められる情報更新の頻度が示される 予定はありません。

予定はあるか。

131 質問の概要 質問に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 21のとおり、「最新の内容に保つための

新の内容に保つための措置」とは、特定取 措置」は、本人特定事項等の変更があった

引ごとに講じる必要があるのか。 場合に顧客等が特定事業者にこれを届け出

る旨を約款を盛り込むこと等を想定してお

ります。

取引に際して顧客等について取引時確認

を行った場合には、新法第６条の規定によ

り確認記録を作成する必要がありますが、

御指摘の措置は確認記録ごとに講じる必要



があります。

なお、新法第４条第３項に該当する場合

については、129を参照してください。

132 質問の概要 質問に対する考え方

新規則第12条第１項第１号又は第２号に 「最新の内容に保つための措置」につい

規定する方法により取引時確認を行った場 ては、その方法に特段の限定はないため、

合には、銀行等やクレジットカード会社等 特定事業者の実情に応じ、銀行等やクレジ

の他の特定事業者から最新の情報の提供を ットカード会社等の他の特定事業者から最

受ける仕組みを、特定事業者において最新 新の情報の提供を受ける方法と、自ら顧客

の情報を把握するための措置として講ずる 等から報告を受ける方法のいずれをとって

必要があるのか。 いただいても構いません。

なお、他の特定事業者から情報の提供を

受ける場合であっても、「最新の内容に保

つための措置」を講じなければならないの

は特定事業者自身であることに御留意くだ

さい。

133 質問の概要 質問に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 特段の限定はありませんが、新規則第５

新の内容に保つための措置」として、住居 条に規定する方法に準じた方法等、より確

等の最新の情報を把握するための措置は、 実な方法により最新の情報を把握していた

新規則第５条に規定する方法でなくともよ だきたいと考えております。

いか。

134 質問の概要 質問に対する考え方

「取引時確認をした事項に係る情報を最 御指摘の顧客等について、積極的に改正

新の内容に保つための措置」としては、旧 法により追加された取引を行う目的等の確

法第４条第１項の規定による本人確認を行 認事項の確認をすることを求めるものでは

っている既存の顧客等について、取引を行 ありませんが、施行日以後の取引の際に取

う目的等の改正法により追加された確認事 引時確認を行った場合と同様に、本人特定

項を確認したり、最新の本人特定事項の内 事項について最新の内容に保つための措置

容を把握するための措置を講じたりするこ を講ずる必要があります。

とまでを求めるものであるのか。

135 質問の概要 質問に対する考え方

１回的取引についても、取引時確認をし １回的取引については、継続的な関係が

た内容について最新の情報に保つ必要があ 想定されず、確認した内容を更新する機会



るのか。 がないことから、基本的には、最新の情報

に保つための措置を講ずる必要はないと考

えております。

136 質問の概要 質問に対する考え方

「教育訓練」とは、体制の整備の一例に そのとおりです。

過ぎず、特定事業者の判断において、例え

ば社内通達・通知等により周知する方法に

よることとしてもよいか。

(3) 経過措置について

137 質問の概要 質問に対する考え方

改正法附則第２条第１項における「旧法 平成15年１月に施行された本人確認法の

第４条第１項の規定による本人確認」には、規定による本人確認は、御指摘の「旧法第

平成15年１月に施行された本人確認法の規 ４条第１項の規定による本人確認」に含ま

定による本人確認や、それ以前に同法の規 れております。

定によらずに行った本人確認に相当する確 また、それ以前に本人確認法の規定によ

認も含まれるのか。 らずに行った本人確認に相当する確認につ

いては、整備令第11条の規定により本人確

認とみなされることにより、御指摘の「旧

法第４条第１項の規定による本人確認」に

当たることとなります。

138 質問の概要 質問に対する考え方

旧法第４条第１項の規定による本人確認 そのとおりです。

を行っている顧客等については、施行日以 なお、その際には、本人特定事項以外の

後に特定取引を行う場合には改めて取引時 確認事項のみの確認を行うこととされてい

確認を行うこととなるのか。 ます（改正法附則第２条第１項及び第２

項）。

また、施行日以後の特定取引が、施行日

前の特定取引として締結された継続的な契

約に基づくものである場合には、それらの

事項の確認も不要となります（改正法附則

第２条第４項第１号及び第２号）。

139 質問の概要 質問に対する考え方

改正法附則第２条第４項第１号及び第２ ① そのとおりです。

号に規定する政令で定める取引について、 ② 契約に「基づく取引」に該当するか否



「施行日前の取引において締結された契約 かについては、「保険契約」と個別の取

に基づく」取引とは、 引との関係により判断されるものです

① 旧令第８条第１項第１号ヰに規定する が、当初の保険契約の一部として履行さ

「イからハまで、チからヨまで又はソか れるなど、新たな保険契約を締結したと

らラまでに規定する契約に基づく取引」 評価されるものでない場合には、御指摘

と同様であるという理解でよいか。 のような取引は「基づく取引」に該当す

② 保険契約においては、保険契約の更新、 るものと考えております。

中途付加、復旧、転換が該当すると考え ③ そのとおりです。

ているがよいか。 なお、契約に「基づく取引」が特定取引

③ 資金移動業においては、資金送金サー に当たらない場合には、そもそも新法第４

ビスを受けることを内容とする契約に基 条第１項の規定による確認の対象とならな

づいて行われる個別の資金送金が該当す いこととなります。

るとの理解でよいか。



別紙３

○ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令

の整備等及び経過措置に関する政令案関係

新令の下記の条文について修正

第１条

第７条第１項第１号タ

第12条第１項第１号及び第２号

第13条見出し、第１項第１号及び第２号並びに第２項

第16条第２項第５号

○ 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案関係

・ 命令の題名について、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わ

しい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令」

に修正

・ 新規則の下記の条文について修正

第１条第11号

第３条第６号ロ

第５条第１項第１号ニ及び第３号ハ、第２項柱書並びに第４項第１号及び第２号

第９条各号

第10条第２項柱書及び第１号

第11条第３項第２号並びに第４項第１号ハ並びに第２号ハ及びニ

第12条第１項柱書及び第３号並びに第２項

第13条第１項、第３項柱書及び第２号並びに第４項

第16条第１項第２号柱書

第17条第１項第15号、第17号、第20号及び第23号並びに第３項

第18条第２項第１号及び第３項

第21条第５号

附則第５条の表第21条第７号イの項下欄

別記様式第２号備考５(1)及び備考７

別記様式第３号備考16

注： これらのほか、旧令第６条を新令第10条に、旧規則第６条を新規則第４条に、それ

ぞれ移動することとし、これに伴う所要の修正を行っています。


